
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．４６ ２００７年１２月１０日 

 

台湾特許出願の審査における対応の外国出願の調査報告及び審査結果の採用について 

 

経済部知的財産局は特許出願に対する審査期間の短縮、迅速な審査、早期の権利付与を図るた

め、対応の外国特許出願の調査報告及び審査結果を利用する体系を確立し、２００７年１０月より実行

を開始していることが２００７年１１月９日付で公表されました。 

外国人名義特許出願、又は台湾で出願した後に外国においても出願した特許出願の審査を対象と

して、最初に国内の先行技術から調査するが、対応の外国出願において既に特許が付与された又は

調査報告が発行された場合は、更なる調査は行わず、先ず特許請求の範囲から判断し、同一内容の

請求項についてはその対応の外国出願の審査結果を参照し、異なる内容の請求項については審査基

準に基づき審査を行うことと、不特許事由の有無に関し審査することとなりました。 

現行の特許法施行細則第１５条第３項に「特許主務官庁は必要と認めるときは、期間を指定し出願

人に第１項第５号の外国出願の検索資料又は審査結果資料を提出するよう通知することができる」と

規定されており、対応の外国出願の審査資料の提出が義務付けられていませんが、審査を促進する

ために、今後は日本出願を含む対応の外国出願の審査資料を有効に活用することをお勧め致しま

す。 
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